
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

お
知
ら
せ

第
３
期
栃
木
市
教
育
大
綱
に
関
す

る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見

募
集
）

　

本
市
教
育
の
振
興
を
図
る
た
め
、

次
年
度
か
ら
の
５
年
間
に
取
り
組
む

総
合
的
な
方
針
等
を
定
め
る
「
第
３

期　
栃
木
市
教
育
大
綱
」
の
素
案
を

と
り
ま
と
め
ま
し
た
。
皆
さ
ま
の
意

見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　

１
月
10
日
（
火
）
〜
２

月
８
日
（
水
）

閲
覧
場
所　

教
育
総
務
課
（
本
庁
舎

４
階
）、
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
同

４
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺

尾
・
国
府
の
各
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法　

閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
問
合
先
に
直
接
ま
た
は

郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
に
て
。
２

月
８
日
（
水
）
必
着

提
出
窓
口　

教
育
総
務
課
、
各
地
域

づ
く
り
推
進
課
ま
た
は
大
宮・皆
川・

吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公
民
館
窓

口
（
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

そ
の
他　

提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

郵
送　

〒
３
２
８-

８
６
８
６
（
住

所
不
要
）
栃
木
市
教
育
総
務
課
あ
て

問
教
育
総
務
課

  

☎
（21）
２
４
６
７　
FAX

（21）
２
６
８
９

✉kyoum
u02@

city.tochigi.lg.jp

子
育
て
世
帯

　
　
　

プ
ラ
ス
サ
ポ
ー
ト
給
付
金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
電

力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格
高
騰

に
直
面
す
る
子
育
て
世
帯
に
対
し
、

一
時
金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象　
令
和
４
年
９
月
30
日
時

点
で
栃
木
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い

る
中
学
生
（
平
成
19
年
４
月
２
日
以

降
生
ま
れ
）
以
下
の
子
ど
も
が
い
る

令
和
４
年
度
住
民
税
課
税
世
帯

支
給
額　
対
象
１
世
帯
に
つ
き

　
１
０
，
０
０
０
円
（
１
回
限
り
）

申
請
が
必
要
な
方

令
和
４
年
度
住

民
税
の
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
方
や
令

和
４
年
１
月
１
日
現
在
の
住
民
登
録
が

市
外
に
あ
る
等
の
理
由
で
、
課
税
状
況

を
市
で
把
握
で
き
な
い
場
合
等
は
、
申

請
が
必
要
で
す
。

※
申
請
方
法
等
の
詳

細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

２
月
28
日
（
火
）
ま
で

（
郵
送
提
出
の
場
合
は
子
育
て
支
援

課
必
着
）

※
申
請
が
不
要
な
方
に
つ
い
て
は
、

お
知
ら
せ
は
が
き
を
お
送
り
し
、
児

童
手
当
受
給
口
座
ま
た
は
令
和
３
年

度
子
育
て
世
帯
プ
ラ
ス
サ
ポ
ー
ト
給

付
金
受
給
口
座
に
支
給
し
ま
し
た
。

問
子
育
て
支
援
課  

☎
（21）
２
２
２
２

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

国
内
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
方
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険

者
と
な
り
ま
す
。
厚
生
年
金
の
加
入

者
ま
た
は
そ
の
加
入
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者
を
除
き
、
ご
自
身
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

国
民
年
金
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

１
．
老
後
を
支
え
ま
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

老
齢
基
礎
年
金

２
．
病
気
や
け
が
で
障
が
い
の
状
態

に
な
っ
た
時
に
支
え
ま
す

障
害
基
礎
年
金

３
．
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

子
の
あ
る
配
偶
者
・
子
を
支
え
ま
す　
　

遺
族
基
礎
年
金

20
歳
に
な
っ
た
方
に
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
「
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
」、「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
」

等
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
収
入
が
無
く

保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合

は
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」（
学
生

の
み
）
や
「
納
付
猶
予
制
度
」（
50

歳
未
満
）
な
ど
の
保
険
料
免
除
制
度

が
あ
り
ま
す
。
免
除
申
請
を
希
望
す

る
方
は
、
栃
木
年
金
事
務
所
、
保
険

年
金
課
（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）、

各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
で

手
続
き
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民

年
金
制
度
の
内
容
や
メ
リ
ッ
ト
、
保

険
料
の
納
付
方
法
や
免
除
の
手
続
き

な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
動
画
で
案
内

し
て
い
ま
す
。
２
次
元

コ
ー
ド
か
ら
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
栃
木
年
金
事
務
所

☎
（22）
４
１
３
１

保
険
年
金
課　

     

☎
（21）
２
１
３
４

交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を
使
う

と
き
は
届
出
が
必
要
で
す

交
通
事
故
や
ケ
ン
カ
、
他
人
の
犬

に
噛
ま
れ
た
場
合
な
ど
、第
三
者（
加

害
者
）
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
傷

病
の
治
療
費
は
、
原
則
、
加
害
者
が

負
担
す
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国
民

健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

で
は
負
担
で
き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る

傷
病
届
」を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
を
利
用
し
、
受
診
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。（
健
康
保
険
が
治
療
費

を
一
時
的
に
立
て
替
え
、
後
日
、
加

害
者
に
請
求
し
ま
す
。）
交
通
事
故

な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
傷
病
で

治
療
を
受
け
る
場
合
は
、
保
険
年
金

課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
届
出
前
に
示
談
を
行
う
と
健
康
保

険
が
使
え
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

対
象　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

問
保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
１　

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

　
栃
木
市
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し

て
い
る
方
は
、
個
人
・
法
人
問
わ
ず

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
と
な

り
、
地
方
税
法
第
３
８
３
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
申
告
義
務
が
あ
り
ま

す
。
市
内
で
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い

る
方
は
、
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在

の
償
却
資
産
所
有
状
況
に
つ
い
て
、

期
日
ま
で
に
申
告
書
を
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

※
廃
業
等
に
よ
り
対
象
と
な
る
資
産

が
な
い
場
合
も
そ
の
旨
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
申
告
に
必
要
な
書
類
等
を
12
月
上

旬
に
発
送
し
ま
し
た
。
お
手
元
に
届

い
て
い
な
い
場
合
は
、
問
合
先
へ
。

※
前
回
、
電
子
申
告
を
お
こ
な
っ
た

方
に
は
、
ｅ
‐
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
て
申
告

の
お
知
ら
せ
を
お
送
り
し
ま
し
た
。

書
類
等
の
送
付
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限　

１
月
31
日
（
火
）

問
税
務
課　
　
　

  

☎
（21）
２
２
７
１

令
和
５
年
農
業
用
免
税
軽
油
の
申
請

日
時　

左
表
の
と
お
り

対象地域
午後

 栃木
 共同・受委託（全地域）
 都賀・西方
 藤岡
 大平

 岩舟（静和）
 岩舟（小野寺）

午前

 大平
 岩舟（岩舟）

受付日

1月31日（火）、2月1日（水）
2月2日（木）、3日（金）
2月6日（月）、7日（火）
2月8日（水）、9日（木）

2月10日（金）
2月13日（月）
2月14日（火）

場
所　

栃
木
県
庁
下
都
賀
庁
舎
第
２

福
利
厚
生
棟
会
議
室
（
神
田
町
）

受
付
時
間　

各
日
９
時
〜
11
時
30

分
、
13
時
〜
15
時
30
分

申
請
に
必
要
な
も
の　

免
税
軽
油
使

用
者
証
／
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に

係
る
報
告
書
（
納
品
書
ま
た
は
領
収

書
を
添
付
、
写
し
で
も
可
。
未
使
用

の
免
税
証
（
原
本
）
を
添
付
）
／
手

数
料
４
２
０
円
（
新
規
申
請
お
よ
び

使
用
者
証
更
新
の
場
合
）
／
耕
作
証

明
書
（
新
規
申
請
お
よ
び
耕
作
面
積

が
変
更
に
な
っ
た
場
合
）

※
使
用
者
証
更
新
の
み
の
場
合
は
、

耕
作
証
明
は
不
要
。

※
新
規
申
請
の
方
は
、
免
税
証
の
交

付
は
後
日
に
な
り
ま
す
。

※
新
規
申
請
お
よ
び
免
税
機
械
の
追

加
や
入
替
え
を
さ
れ
る
方
は
、
機
械

を
取
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
書

類
（
契
約
書
・
納
品
書
・
領
収
書
等
）

を
持
参
す
る
か
、機
械
の
メ
ー
カ
ー
、

型
式
、
馬
力
を
メ
モ
等
に
控
え
て
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

※
国
税
お
よ
び
地
方
税
の
滞
納
処
分

を
受
け
ら
れ
た
方
は
、
処
分
解
除
の

日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
け
れ
ば
申

請
で
き
ま
せ
ん
。

※
期
間
中
に
申
請
で
き
な
い
方
は
、

栃
木
県
税
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
栃
木
県
税
事
務
所
☎

（23）
６
８
８
２

※
耕
作
証
明
に
つ
い
て
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局
☎

（21）
２
３
９
３

水
道
建
設
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

水
道
管
の
凍
結
に
注
意

　

寒
い
日
が
続
く
と
、
水
道
管
が

凍
っ
た
り
破
裂
し
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
水
道
管
を
寒
さ
か
ら
守

り
ま
し
ょ
う
。

凍
結
し
や
す
い
と
こ
ろ
は

　
屋
外
に
あ
る
蛇
口
や
露
出
し
て
い

る
水
道
管
の
ほ
か
、
陽
の
当
た
ら
な

い
風
当
た
り
の
強
い
と
こ
ろ
に
あ
る

水
道
メ
ー
タ
ー
な
ど
で
す
。

凍
結
を
防
ぐ
に
は

水
道
管
や
蛇
口
に
、
保
温
材
や
毛

布
、
布
切
れ
な
ど
を
巻
き
、
そ
の
上
か

ら
テ
ー
プ
な
ど
を
巻
き
つ
け
て
保
温
し

て
く
だ
さ
い
。
少
量
の
水
を
出
し
て
お

く
と
凍
結
し
に
く
く
な
り
ま
す
。

凍
結
し
て
し
ま
っ
た
ら

　
自
然
に
溶
け
る
の
を
待
つ
か
、
タ

オ
ル
な
ど
を
か
ぶ
せ
、
ぬ
る
ま
湯
を

ゆ
っ
く
り
か
け
て
く
だ
さ
い
。
急
に

熱
湯
を
か
け
る
と
、
破
裂
す
る
お
そ

れ
が
あ
り
ま
す
。

破
裂
し
て
し
ま
っ
た
ら

　
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
あ
る

元
栓
を
閉
め
、
市
の
指
定
を
受
け
た

給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
修
理
を
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

給
水
管
へ
の
灯
油
等
の
染
み
込
み
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
暖
房
器
具
等
に
使
用
す
る
灯
油
な

ど
を
給
水
管
が
埋
設
さ
れ
た
土
壌
に

こ
ぼ
し
て
し
ま
う
と
、
給
水
管
の
内

部
ま
で
灯
油
が
染
み
込
み
、
水
道
水

に
灯
油
臭
が
つ
い
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
染
み
込
み
が
ひ
ど
い
場

合
に
は
土
壌
の
入
れ
替
え
や
給
水
管

の
布
設
替
え
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
十

分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

悪
質
な
訪
問
販
売
等
に
注
意

　
市
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
せ

て
、
突
然
お
宅
を
訪
問
し
水
質
検
査

を
行
っ
た
あ
と
、
浄
水
器
を
売
り
つ

け
た
り
、
管
の
洗
浄
を
強
要
し
た
り

す
る
な
ど
の
悪
質
な
訪
問
販
売
等
に

は
、
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
市

で
は
お
客
様
か
ら
の
依
頼
の
な
い
水

質
検
査
や
、
浄
水
器
の
販
売
・
あ
っ

せ
ん
な
ど
は
行
い
ま
せ
ん
。

水
道
を
ご
使
用
に
な
り
た
い
方
へ

　
ま
だ
市
の
水
道
を
使
っ
て
い
な
い

方
は
、
ぜ
ひ
ご
使
用
く
だ
さ
い
。
な

お
、
水
道
工
事
に
つ
い
て
は
、
市
の

指
定
を
受
け
た
給
水
装
置
工
事
事
業

者
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
事
業
者
の
名
簿
を
掲
載

し
て
お
り
ま
す
。）

問
水
道
建
設
課　

  

☎
（25）
２
１
０
５

「
思
い
や
り
１
１
０
番
」
へ
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す

11
月
上
旬
の
深
夜
、
市
内
の
幹
線

道
路
上
に
お
い
て
、
高
齢
の
歩
行
者

が
大
型
貨
物
車
に
は
ね
ら
れ
死
亡
す

る
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。
車
道
の

中
央
を
歩
い
て
い
る
、
道
路
に
座
り

込
ん
で
い
る
等
、
交
通
事
故
に
遭
い

そ
う
な
人
を
見
か
け
た
際
は
、
た
め

ら
わ
ず
１
１
０
番
通
報
す
る
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
交
通
防
犯
課　

  

☎
（21）
２
１
５
１
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